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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成24年9月6日(2012.9.6)

【公開番号】特開2010-231171(P2010-231171A)
【公開日】平成22年10月14日(2010.10.14)
【年通号数】公開・登録公報2010-041
【出願番号】特願2009-199464(P2009-199464)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   1/11     (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   1/10    　　　Ａ
   Ｇ０９Ｆ   9/00    ３１３　

【手続補正書】
【提出日】平成24年7月24日(2012.7.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性の光学基材に直にまたは他の層を介して第１の層を形成することと、
　前記第１の層に、炭素、シリコンおよびゲルマニウムの少なくともいずれかを添加する
ことと、
　を含む、
　光学物品の製造方法。
【請求項２】
　請求項１において、さらに、
　炭素、シリコンおよびゲルマニウムの少なくともいずれかと化合物を形成する遷移金属
を前記第１の層に添加することを含む、
　光学物品の製造方法。
【請求項３】
　請求項１ないし請求項３のいずれか１項において、
　前記第1の層は多層の反射防止層に含まれ、
　さらに、前記第１の層に重ねて前記反射防止層の他の層を形成することを含む、
　光学物品の製造方法。
【請求項４】
　可撓性の光学基材と、
　前記光学基材に直にまたは他の層を介して形成された第1の層と、
　を有し、
　前記第1の層は、炭素、シリコンおよびゲルマニウムの少なくともいずれかの添加によ
り低抵抗化された表層域を含む、
　光学物品。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記表層域は、炭素、シリコンおよびゲルマニウムの少なくともいずれかと遷移金属と
の化合物を含む、
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　光学物品。
【請求項６】
　請求項４または請求項５において、
　前記反射防止層は多層膜であり、
　前記第１の層は、前記反射防止層に含まれる、
　光学物品。
【請求項７】
　請求項４ないし請求項６のいずれか１項において、
　さらに、前記光学基材の前記反射防止層とは反対側の面に形成された粘着層を有する、
　光学物品。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　３．３　むくみの発生（耐湿性）の評価
（１）高温高湿度環境試験
　作製した各サンプルを高温高湿度環境（６０℃、９８％ＲＨ）で８日間放置した。
（２）むくみの判定方法
　上記の高温高湿度環境試験を経た各サンプルの表面または裏面の表面反射光を観察し、
むくみの有無を判断した。具体的には、図８に示すように、この測定では、凸面のガラス
基板１００の表面にサンプル１０を貼り付けた評価基板１０１を作った。この評価基板１
０１の凸面１０Ａにおける蛍光灯７５の反射光を観察した。図９（Ａ）に示すように、蛍
光灯７５の反射光７６の像の輪郭がくっきりと明瞭に観察できる場合は「むくみ無し」と
判定した。一方、図９（Ｂ）に示すように、蛍光灯７５の反射光７７の像の輪郭がぼやけ
ている、またはかすれて観察できるときは「むくみ有り」と判定した。
（３）評価　図３および図４に示すように低抵抗化したサンプルＳ１～Ｓ９についてはむ
くみの発生は観測されず、すぐれた耐湿性を示した。たとえば、透明な導電膜であるＩＴ
Ｏ（酸化インジウムと酸化スズとの混合物）を用いて抵抗値を低下することが考えられる
が、ＩＴＯは上記の実験でむくみが発生し、酸やアルカリなどの溶液に対して、耐性が乏
しいという問題がある。本発明における低抵抗化を採用した反射防止層を含む光学物品で
は、ＩＴＯを採用した構成におけるむくみの心配も少ないと考えられる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６３】
　さらに、ＴｉＯ2層３２の表面からサブナノから１ｎｍ前後程度あるいはそれ以上の厚
みの部分にＳｉ原子が注入（添加）されることにより、ＴｉＯ2層３２を構成しているＴ
ｉＯ2とシリコンとがミキシングされ、化学反応を起こしている可能性がある。すなわち
、ＴｉＯ2層３２にＳｉ原子が添加され（叩き込まれ、打ち込まれ）、下地の材料である
ＴｉＯ2と化学反応を起こし、表面の近傍の領域３３が改質される。その結果、表層域３
３の少なくとも一部において、ＴｉＯ2層のＴｉ原子とＳｉ原子とが反応し化合物である
ＴｉＳｉ、ＴｉＳｉ2などのチタンシリサイドが形成される可能性がある。チタンシリサ
イド（たとえば、ＴｉＳｉ2）の抵抗率は１５～２０μΩ・ｃｍ（シート抵抗（２０ｎｍ
）は１２～１８Ω／□）と低く、導電性を向上でき、優れた電磁シールド性能および帯電
防止性能が得られる。
【手続補正４】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　サンプルＳ５～Ｓ７の評価結果より、シリコンに代わり、ゲルマニウムを注入して低抵
抗化できることが分かる。ゲルマニウムを添加した場合の現象も、シリコンと同様に考え
ることができる。たとえば、特開平６－３０２５４２号公報には、チタンゲルマニド（Ｔ
ｉＧｅ）の抵抗率（シート抵抗）が２０μΩ・ｃｍであることが記載されている。ニッケ
ルゲルマニド（ＮｉＧｅ）の抵抗率は、１４μΩ・ｃｍであり上記のチタンシリサイド（
たとえば、ＴｉＳｉ2）と同等レベルの抵抗率である。
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